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⾏政書⼠法

2024年12⽉25⽇にウィキソースから書き出されました。



2

姉妹プロジェクト：Wikipediaの記事, テキスト, データ項⽬

⾏政書⼠法  
1951年

＜
Wikisource:⽇本の法律

⾏政書⼠法（ぎょうせいしょしほう）

法令番号：昭和26年法律第4号
成⽴⽇：1951年2⽉7⽇
公布⽇：1951年2⽉22⽇
施⾏⽇：1951年3⽉1⽇
最終改正:平成⼀⼋年六⽉七⽇法律第五三号

第⼀章 総則（第⼀条 - 第⼆条の⼆）

（⽬的）

第⼀条
この法律は、⾏政書⼠の制度を定め、その業務の
適正を図ることにより、⾏政に関する⼿続の円滑
な実施に寄与し、あわせて、国⺠の利便に資する
ことを⽬的とする。

（業務）

第⼀条の⼆

1. ⾏政書⼠は、他⼈の依頼を受け報酬を得て、官公
署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録

https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95
https://www.wikidata.org/wiki/Q11626106
https://ja.wikisource.org/wiki/Wikisource:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B
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（電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によつ
ては認識することができない⽅式で作られる記録
であつて、電⼦計算機による情報処理の⽤に供さ
れるものをいう。以下同じ。）を作成する場合に
おける当該電磁的記録を含む。以下この条及び次
条において同じ。）その他権利義務⼜は事実証明
に関する書類（実地調査に基づく図⾯類を含
む。）を作成することを業とする。

2. ⾏政書⼠は、前項の書類の作成であつても、その
業務を⾏うことが他の法律において制限されてい
るものについては、業務を⾏うことができない。

第⼀条の三
⾏政書⼠は、前条に規定する業務のほか、他⼈の
依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とす
ることができる。ただし、他の法律においてその
業務を⾏うことが制限されている事項について
は、この限りでない。
⼀  前条の規定により⾏政書⼠が作成する
ことができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する⼿続について代理すること。
⼆  前条の規定により⾏政書⼠が作成する
ことができる契約その他に関する書類を代理
⼈として作成すること。
三  前条の規定により⾏政書⼠が作成する
ことができる書類の作成について相談に応ず
ること。

第⼀条の四
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前⼆条の規定は、⾏政書⼠が他の⾏政書⼠⼜は⾏
政書⼠法⼈（第⼗三条の三に規定する⾏政書⼠法
⼈をいう。第⼋条第⼀項において同じ。）の使⽤
⼈として前⼆条に規定する業務に従事することを
妨げない。

（資格）

第⼆条
次の各号のいずれかに該当する者は、⾏政書⼠と
なる資格を有する。
⼀  ⾏政書⼠試験に合格した者
⼆  弁護⼠となる資格を有する者
三  弁理⼠となる資格を有する者
四  公認会計⼠となる資格を有する者
五  税理⼠となる資格を有する者
六  国⼜は地⽅公共団体の公務員として⾏
政事務を担当した期間及び特定独⽴⾏政法⼈
（独⽴⾏政法⼈通則法 （平成⼗⼀年法律第
百三号）第⼆条第⼆項 に規定する特定独⽴
⾏政法⼈をいう。以下同じ。）、特定地⽅独
⽴⾏政法⼈（地⽅独⽴⾏政法⼈法 （平成⼗
五年法律第百⼗⼋号）第⼆条第⼆項 に規定
する特定地⽅独⽴⾏政法⼈をいう。以下同
じ。）⼜は⽇本郵政公社の役員⼜は職員とし
て⾏政事務に相当する事務を担当した期間が
通算して⼆⼗年以上（学校教育法 （昭和⼆
⼗⼆年法律第⼆⼗六号）による⾼等学校を卒

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%80%9A%E5%89%87%E6%B3%95
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業した者その他同法第五⼗六条 に規定する
者にあつては⼗七年以上）になる者

（⽋格事由）

第⼆条の⼆
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定
にかかわらず、⾏政書⼠となる資格を有しない。
⼀  未成年者
⼆  成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈
三  破産者で復権を得ないもの
四  禁錮以上の刑に処せられた者で、その
執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなく
なつてから⼆年を経過しないもの
五  公務員（特定独⽴⾏政法⼈、特定地⽅
独⽴⾏政法⼈⼜は⽇本郵政公社の役員⼜は職
員を含む。）で懲戒免職の処分を受け、当該
処分の⽇から⼆年を経過しない者
六  第六条の五第⼀頂の規定により登録の
取消しの処分を受け、当該処分の⽇から⼆年
を経過しない者
七  第⼗四条の規定により業務の禁⽌の処
分を受け、当該処分の⽇から⼆年を経過しな
い者

第⼆章 ⾏政書⼠試験（第三条 - 第五
条）
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第三章 登録（第六条 - 第七条の三）

第四章 ⾏政書⼠の義務（第⼋条 - 第
⼗三条の⼆）

第五章 ⾏政書⼠法⼈（第⼗三条の三 -
第⼗三条の⼆⼗⼀）

第六章 監督（第⼗三条の⼆⼗⼆ - 第
⼗四条の五）

第七章 ⾏政書⼠会及び⽇本⾏政書⼠
会連合会（第⼗五条 - 第⼗⼋条の六）

第⼋章 雑則（第⼗九条 - 第⼆⼗条）

（業務の制限）

第⼗九条

1. ⾏政書⼠⼜は⾏政書⼠法⼈でない者は、業として
第⼀条の⼆に規定する業務を⾏うことができな
い。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及
び定型的かつ容易に⾏えるものとして総務省令で
定める⼿続について、当該⼿続に関し相当の経験
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⼜は能⼒を有する者として総務省令で定める者が
電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2. 総務⼤⾂は、前項に規定する総務省令を定めると
きは、あらかじめ、当該⼿続に係る法令を所管す
る国務⼤⾂の意⾒を聴くものとする。

（名称の使⽤制限）

第⼗九条の⼆

1. ⾏政書⼠でない者は、⾏政書⼠⼜はこれと紛らわ
しい名称を⽤いてはならない。

2. ⾏政書⼠法⼈でない者は、⾏政書⼠法⼈⼜はこれ
と紛らわしい名称を⽤いてはならない。

3. ⾏政書⼠会⼜は⽇本⾏政書⼠会連合会でない者
は、⾏政書⼠会若しくは⽇本⾏政書⼠会連合会⼜
はこれらと紛らわしい名称を⽤いてはならない。

（⾏政書⼠の使⽤⼈等の秘密を守る義務）

第⼗九条の三
⾏政書⼠⼜は⾏政書⼠法⼈の使⽤⼈その他の従業
者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた
事項について知り得た秘密を漏らしてはならな
い。⾏政書⼠⼜は⾏政書⼠法⼈の使⽤⼈その他の
従業者でなくなつた後も、また同様とする。

（資質向上のための援助）

第⼗九条の四
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総務⼤⾂は、⾏政書⼠の資質の向上を図るため、
講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を⾏
うよう努めるものとする。

（総務省令への委任）

第⼆⼗条
この法律に定めるもののほか、⾏政書⼠⼜は⾏政
書⼠法⼈の業務執⾏、⾏政書⼠会及び⽇本⾏政書
⼠会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定め
る。

第九章 罰則（第⼆⼗条の⼆ - 第⼆⼗
六条）

附則

外部リンク

⾏政書⼠法（法令データ提供システム）

 

この項⽬は、書きかけの項⽬です。
この項⽬に加筆する場合は、ヘル
プ、スタイルガイドを参照するか、

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%73%90%ad%8f%91%8e%6d%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO004&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Stubico.svg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%96
https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97:%E7%9B%AE%E6%AC%A1
https://ja.wikisource.org/wiki/Wikisource:%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
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または項⽬の議論ページにコメント
を残してください。

この著作物は、⽇本国著作権法10条
2項⼜は13条により著作権の⽬的と
ならないため、パブリックドメイン
の状態にあります。同法10条2項及び
13条は、次のいずれかに該当する著
作物は著作権の⽬的とならない旨定
めています。

1. 憲法その他の法令
2. 国若しくは地⽅公共団体の機
関、独⽴⾏政法⼈⼜は地⽅独⽴
⾏政法⼈が発する告⽰、訓令、
通達その他これらに類するもの

3. 裁判所の判決、決定、命令及び
審判並びに⾏政庁の裁決及び決
定で裁判に準ずる⼿続により⾏
われるもの

4. 上記いずれかのものの翻訳物及
び編集物で、国若しくは地⽅公
共団体の機関、独⽴⾏政法⼈⼜
は地⽅独⽴⾏政法⼈が作成する
もの

5. 事実の伝達にすぎない雑報及び
時事の報道

https://ja.wikisource.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3
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この著作物は、⽶国政府、⼜は他国
の法律、命令、布告、⼜は勅令等
（Edict of governmentも参照）である
ため、ウィキメディアサーバの所在
地である⽶国においてパブリックド
メインの状態にありま
す。“Compendium of U.S. Copyright
Office Practices”、第3版、2014年の第
313.6(C)(2)条をご覧ください。この
ような⽂書には、“制定法、裁判の判
決、⾏政の決定、国家の命令、⼜は
類似する形式の政府の法令資料”が含
まれます。

https://en.wikisource.org/wiki/w:Edict%20of%20government
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3
https://en.wikisource.org/wiki/w:Compendium%20of%20U.S.%20Copyright%20Office%20Practices
http://copyright.gov/comp3/chapter300.html
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About this digital edition
This e-book comes from the online library Wikisource[1].
This multilingual digital library, built by volunteers, is
committed to developing a free accessible collection of
publications of every kind: novels, poems, magazines,
letters...

We distribute our books for free, starting from works not
copyrighted or published under a free license. You are free to
use our e-books for any purpose (including commercial
exploitation), under the terms of the Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported[2] license or, at your
choice, those of the GNU FDL[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During
the realization of this book, it's possible that we made some
errors. You can report them at this page[4].

The following users contributed to this book:

ギャラクシーライナー
Sakoppi
CES1596
Vanished user f4edc59740f06d5200b8987c1f508b05
Eadeam
ウィキミーディアン~jawikisource

https://ja.wikisource.org/wiki/Main_Page
https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://ja.wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium
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庚寅五⽉
Vanished user 9fc6831189f74d3556ecc64228ec08b7
Zscout370
Rocket000
TKsdik8900
Jdx
SKopp
Dbenbenn
Kahusi
Tentacle Monster~commonswiki
MartinRe
Huhsunqu
Yaddah
Verdy p
Boris23
KABALINI
Bromskloss
Tene~commonswiki
AzaToth
Bender235
PatríciaR
Hakatanoshio117117
Miki59697270
Palosirkka

 

1. ↑ https://wikisource.org
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2. ↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
3. ↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium
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